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養育里親 事情があって家庭で育てられないまたは親がいない子どもを一定期間、家庭で育ててくださる方
（1週間など短期もあります）

　昨年度に引き続き、新型コロナウィルス感染拡大防止の
ため中止（延期）します。楽しみにしてくださっていた皆さま
には申し訳ございません。今後、安全に開催できる目処が
つきましたら事務局の公
式SNSにて改めてご案内
させていただきます。

問合せ 保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番 ☎6915-9107

予約・問合せ 保健福祉課（子育て支援） 1階⑫番 ☎6915-9107

問合せ 中央里親支援機関 結い 543-0052　天王寺区大道3-1-19　☎6776-2983　FAX6776-2984

鶴見区青少年
福祉委員協議会
twitter

令和4年 鶴見区新春
リレージョギング大会
中止（延期）のお知らせ

問合せ 鶴見区青少年福祉委員協議会（事務局）
総務課（教育） 4階43番 ☎6915-9734　
tsurumi-gakushu@city.osaka.lg.jp

　子どもは親の支えを得ながら心身共に成長していき
ます。しかしながら家庭のさまざまな事情で親と離れて
暮らさなければならない子どもが数多くいます。「里親
制度」は家庭で生活することができない子どもを、家族
の一員として迎え入れ、温かい愛情と家庭的な雰囲気
の中で育てていく「子どものための制度」です。

週末里親を
募集します！

　児童養護施設等で生活している子どもたちに家庭生活を
体験してもらうため、月1～2回週末や夏休み・正月など短期
間で家庭に迎え入れていただける方を募集しています。
※週末里親は、1日につき1,600円の謝礼があります。

　就学前の子育て関係の施設やサービスについて、聞いて
みたいことや相談してみたいことはありませんか？

日時 月曜日～金曜日（水曜日および祝日・年末年始を除く） 
10時～16時30分（予約優先）

　それぞれのご家庭のニーズに合った施設や事業の情報をお伝えしたり、
ご利用いただけるようサポートします。一人で悩まず気軽に相談してみてください。

●保育所・幼稚園などの教育・保育施設
●一時預かり・病児・病後児保育などの保育サービス
●地域の子育て支援事業

子ども・子育てサポーターは

の相談や情報提供を行う専門相談員です。

●保育所や幼稚園の入所・入園の手続きが知りたい
●少しの間、子どもを預かってもらうところはないかな？
●鶴見区で親子で遊べる場所が知りたい　　など

たとえば、こんな相談ができます

令和4年度 保育所（園）等の
入所申込受付（2次調整）のお知らせ

子ども・子育てサポーターを
ご存知ですか？

　1次調整で利用者数が施設等の受入可能数に満たなかった場合、2次調整を行います。
1次調整の募集期間中に申込みが間に合わなかった方もお申込みができます。

受付期間 1月4日（火）～2月10日（木）
受付場所 区役所1階⑫番窓口 保健福祉課（子育て支援）

※保育所では受付しません。
対象 ご家庭での保育が困難な方

（令和3年度中の入所申込みをされている方で、現在保留中の方につきましても、
再度、令和4年度分の申込みが必要です）

申込方法 区役所で配布している申込用紙に必要事項を記載のうえ、
区役所まで提出してください。
※ホームページからもダウンロードできます。
※定員を超える申込みがあった場合は選考による入所となりますので、
入所できない場合があります。

里親
相談会

1月22日（土） 13時30分～16時30分日時
イオンモール鶴見緑地店 4階 トイザらス横（鶴見4-17-1）場所

◎同日開催「“さとおや”ってなぁに??パネル展」 
　13時30分～16時30分（出入自由）

ゆ

1次調整の結果通知 1月25日（火）発送予定

子育て応援しま
す！

子育て応援しま
す！

※里親になる手続きのお問合せは中央里親支援機関結いまで。面接・研修・家庭訪問・審議のうえ、里親登録となります。
※里親委託中は、里親手当・子どもの生活費が支払われます。医療費は公費で負担されます。里親の種類によって手当等は異なります。

親族里親 親が行方不明・死亡・拘禁・長期入院などの理由で子どもを養育する人がいない場合、
扶養義務者およびその配偶者である親族で育ててくださる方

養子縁組里親 親がいないまたは養育できない子どもを養子縁組を前提として育ててくださる方

問合せ 特定健診受診券について
窓口サービス課（保険年金） 3階㉛番 
☎6915-9956
健診内容・健診場所について 
保健福祉課（健康づくり） 1階⑪番 
☎6915-9882

　大阪市では、40歳以上の方（令和3年度内に40歳
になる方を含む）を対象に、高血圧症や糖尿病などの
生活習慣病の発症や重症化を予防するために、無料
で受診できる特定健診を実施しています（⑥頁）。対象
の方には、緑色の封筒で「受診券」を送付しています。

「受診券」の有効期限は3月末までです。それまでに受
診いただきますようお願いします。

特定健診はお早めに！

問合せ 保健福祉課（障がい者支援） 
1階⑬番 ☎6915-9857

　今年度は交通乗車証またはタクシー給付券の更新
手続きが必要です。1月21日（金）頃に更新申請書を
お送りしますので、氏名・電話番号を記入し、2月8日

（火）までに同封の返信用封筒にて郵送してください。
　期限までに提出されなかった場合、4月1日までに
交付できない場合があります。また、申請がない場合
は交付されませんので、お忘れのないようご注意く
ださい。

障がいのある方の
交通乗車証及びタクシー給付券の
更新手続きをお願いします

令和4年5月号～令和5年4月号の
紙面広告を2月14日（月）から受付開始します。
地元密着の広報つるみに
紙面広告を掲載しませんか？

問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

広報つるみの広告募集が
はじまります（先着順）

募集枠 （1面・中面の最下段）

申込期間

1枠：縦5cm×横12cm（この大きさです）
2枠：縦5cm×横25cm

1面 1枠：47,000円、2枠：90,000円
中面 1枠：21,000円、2枠：40,000円

2月14日（月）～先着順

料金（税込）／（1か月）

毎月55,500部発行（予定）、
区内全世帯・全事業所に配布

❻ ごみの相談・フードドライブ※

【毎月第３火曜日】
保存食品の受取窓口

当日会場にて受付
※保存食品は14時以降受付開始。

1月18日（火） １４時～１６時
鶴見区役所
１階ロビー

1月14日（金）・28日（金）
14時～15時30分❼ 予約制こころの相談

（精神科医）
鶴見区役所1階
⑪番窓口

本人（鶴見区民）およびご家族
からの相談も可能です。電話
（☎６９１５-９９68）、窓口にて事
前にご予約ください。

❸
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人45分以内）

司法書士相談
（相続・贈与、会社・法人の登記、
成年後見など）
【毎月第３水曜日】

予約制

1月19日（水） １３時～１６時

❹
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※8名(先着順)（1人40分以内）

行政書士相談
（相続・遺言など）
【奇数月第２水曜日】

予約制
1月12日（水） １３時～１６時

❷ 不動産相談
【毎月第２火曜日】

予約制 1月11日（火） １３時～１６時
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※6名(先着順)（1人30分以内）

相談名 日時 申込方法 場所

❶
当日９時～電話にて受付
（専用☎６９１５-９９５４）
※１６名（先着順）（１人30分以内）

1月14日（金）・28日（金）
１３時～１７時

法律相談
【毎月第２・4金曜日】

予約制

鶴見区役所3階
相談室　
※電話がたいへん
混み合い、つなが
りにくい場合があ
ります。
※換気のため、扉と
窓を開けて相談
業務を行ってい
ます。

問合せ ❶
❷
❸
❹

総務課（政策推進）4階41番
☎6915-9683

❺ 鶴見緑地公園事務所 ☎６９１２-０６５０　FAX６９１３-６８０４
❻ 城北環境事業センター ☎６９１３-３９６０　FAX６９１３-３６７４　
❼ 保健福祉課（保健活動） ☎６９１５-９９６８
❽ 大阪市人権啓発・相談センター 西区立売堀4-10-18 阿波座センタービル1階
　 【特設人権相談】大阪第一人権擁護委員協議会 ☎6942-1489

●不動産相談・司法書士相談・行政書士相談は、大阪市行政オンラインシステムから予約できます。
定員 各2名（先着順）申込期間 毎月1日から相談日4日前まで

マ
ス
ク
着
用

1月 無料相談のお知らせ
大阪市民対象

※❻フードドライブ…ご家庭で余っている食べきれない保存食品を提供いただき、必要としている施設や団体にお届けする取組み。

❺ 花と緑の相談
【毎月第２水曜日】 当日会場にて受付1月12日（水） １4時～１６時

【平日】 9時～21時
【日・祝】 9時～17時30分
※土曜日は休みですが電子メー
　ルによる相談は受け付けてい
　ます。

専門相談員が電話（専用☎６５３２-７８３０）、FAX、
手紙、メール、面談で相談を受付 ※通話料は自己負担
区役所で面談をご希望の場合は
事前に上記専用番号までご予約
ください。

な  や  み ゼロ

【人権擁護委員による特設人権相談所】

当日会場にて受付
鶴見区役所
3階303会議室13時30分～16時

 1月21日（金）

❽ 人権相談
（いじめ、差別、虐待、セクハラ、DVなど）

一部予約制

※マスク着用の徹底をお願いします。マスク未着用の場合、
入室をお断りします。

大阪市総合コールセンター「なにわコール」
（☎4301‐7285）

な  に  わコール

10 ナイター法律相談 1月18日（火）
天王寺区民センター当日抽選

❾ 日曜法律相談 予約制 1月23日（日）
天王寺区役所

区 役 所 か ら の

お知らせ
個人市・府民税の事前申告受付会場を開設します

年末調整や確定申告にかかる
社会保険料控除のための
納付額の確認方法について

問合せ
国民健康保険料について
窓口サービス課（保険年金・管理）
☎6915-9946

後期高齢者医療保険料について
窓口サービス課（保険年金・保険） 
☎6915-9956

介護保険料について
保健福祉課（高齢者支援） 
☎6915-9859

納付方法 確認方法
領収書の日付印が令和3年1月1日～
12月末までの分を合計した金額納付書

通帳の引落し日が令和3年1月1日～
12月末までの分を合計した金額口座振替

公的年金の源泉徴収票に記載されて
いる金額年金からの特別徴収

区役所にて「納付済額のお知らせ」を
発行します。担当部署の窓口、または
電話で発行を依頼してください。なお、
電話による金額のお答えはできませ
ん。後日、「納付済額のお知らせ」を郵
送します。

領収書の紛失等で
金額が確認
できないとき

　国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護
保険料は所得税や市民税における社会保険料控除
の対象になります。
　年末調整や確定申告の際に、領収書の添付は必
要ありません。納付額については、右の方法で確認
のうえ申告書に記入してください。

　個人市・府民税の申告受付について、申告期間（2月16日〈水〉～
3月15日〈火〉）の混雑緩和のため、事前申告受付会場を開設します。
　なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、できるだけ市
税事務所・区役所への来所を控えていただき、送付や大阪市行政オ
ンラインシステムによる申告をお願いします。

ホームページ 
「大阪市ごみ収集マップ」を
リニューアルしました

　「大阪市ごみ収集マップ」は、お住まいの地域の収
集時間帯情報を掲載しています。1月17日（月）から
収集時間帯を「午前・午
後」から「概ね2時間の
幅」でより細かく時間を
お知らせします。
問合せ 城北環境事業センター 

☎6913-3960　FAX6913-3674

大阪市ごみ
収集マップ

場所 京橋市税事務所（都島区片町2-2-48 JEI京橋ビル4階）

日時 2月4日（金）～15日（火）の平日
9時～17時30分（金曜日は19時まで）

期間 2月16日（水）～3月15日（火）
　確定申告会場では、混雑緩和のため
入場整理券（当日先着順）を発行するほ
か、オンラインによる事前発行（LINE）も
行いますが、混雑状況によっては終了予
定時刻の16時より前に受付を終了し、
後日来場いただく場合があります。
　確定申告はスマホやご自宅のパソコンからもできま
す。新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、オン
ラインでの申告もぜひご検討ください。
問合せ 所得税の確定申告等について

城東税務署 ☎6932-1271

城東税務署 確定申告会場

スマホ申告は
こちらから

　区民の皆さんの身近な相談相手とし
て、行政相談委員が行政に関する相談
をお聴きし、助言や関係行政機関にお
つなぎします。予約不要ですので、気軽
に相談してみてはいかがですか？

問合せ 総務課（政策推進） 4階41番 ☎6915-9683

2月から毎月第4金曜日に
行政相談を開始します

場所 区役所3階 相談室（つるみっ子ルーム横）
相談内容 ●歩道と車道に段差があって危険！

●横断歩道や白線が消えかかっている！
●青信号が短くて渡りきれない！
●郵便ポストの取集時刻がわからない！  など

日時 2月25日（金） 14時～16時 （毎月第4金曜日）

行政相談マスコット
キクーン

問合せ

固定資産税・都市計画税
（土地・家屋）について
京橋市税事務所固定資産税グループ   
☎4801-2957（土地） ☎4801-2958（家屋）　
FAX4801-2873

固定資産税（償却資産）について 
船場法人市税事務所
固定資産税（償却資産）グループ  
☎4705-2941　FAX4705-2905

❶償却資産の申告
　1月1日現在、事業用の償却資産をお持ち
の方は、船場法人市税事務所へ申告書を提
出してください。eLTAX（エルタックス）での
電子申告をぜひご利用ください。
❷住宅用地に関する（異動）申告書
　令和3年中に住宅の新築・増改築・用途変
更・取壊しがあった土地をお持ちの方は、資
産が所在する区を担当する市税事務所へ申
告書を提出してください。

固定資産税の申告は
1月31日までにお願いします

※申告方法や申告書のダウンロードは大阪市ホームページを
ご覧ください。

問合せ 所得税の確定申告等について 城東税務署 ☎6932-1271
個人市・府民税について 
京橋市税事務所市民税等グループ（個人市民税担当） 
☎4801-2953　FAX4801-2871

★個人市・府民税（普通徴収）第4期分の納期限は1月31日（月）です。
　�  問合せ  京橋市税事務所市民税等グループ（個人市民税担当）�☎4801-2953　FAX4801-2871


